
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
事
業
実
施
要
綱 

（
令
和
五
年
三
月
二
十
九
日
箕
面
市
訓
令
第
十
九
号
） 

改
正　

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
訓
令
第
三
十
一
号 

目
次 

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

　

第
二
章　

見
舞
金
の
支
給
（
第
四
条
―
第
八
条
） 

　

第
三
章　

日
常
生
活
支
援
（
第
九
条
―
第
十
七
条
） 

　

第
四
章　

居
住
の
安
定
に
向
け
た
支
援
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
） 

　

第
五
章　

雑
則
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
条
） 

　

附
則 

第
一
章　

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
（
令
和
五
年
箕
面
市
条
例

第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ

き
、
市
が
行
う
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
事
業
（
以
下
「
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

市
民　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
本

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
や

む
を
得
ず
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
ず
に
市
内
に
居
住
し
て
い
る
も
の

を
い
う
。 

　
　

イ　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力



を
受
け
て
い
た
者 

　
　

ロ　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
に
係
る
被
害
を
受
け

て
い
た
者 

　
　

ハ　

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
受
け
て
い
た
者 

　
　

ニ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
虐

待
を
受
け
て
い
た
者 

ホ　

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
虐

待
を
受
け
て
い
た
者 

ヘ　

そ
の
他
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
生
命
又
は
身

体
に
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者 

二　

犯
罪
等　

犯
罪
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
（
刑

法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
本
文
、
第
三
十
九
条

第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
行
為
を
含
む
も
の
と
し
、

同
法
第
三
十
五
条
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
な
い
行
為

を
除
く
。
）
を
い
う
。 

三　

犯
罪
被
害　

犯
罪
等
に
よ
る
被
害
を
い
う
。
た
だ
し
、
被
害
届
を
警
察
に
提
出

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
を
除
き
、
被
害
届
が
受
理
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。 

四　

犯
罪
被
害
者　

犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
時
に
市
民
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
犯
罪
等

に
よ
り
犯
罪
被
害
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

五　

犯
罪
被
害
者
等　

犯
罪
被
害
者
及
び
そ
の
遺
族
（
以
下
「
遺
族
」
と
い
う
。
）



又
は
家
族
（
以
下
「
家
族
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。 

六　

傷
病　

医
師
に
よ
り
全
治
一
月
以
上
の
療
養
か
つ
三
日
以
上
の
入
院
を
要
す
る

と
診
断
さ
れ
た
負
傷
又
は
疾
病
（
医
師
に
よ
り
一
月
以
上
の
療
養
を
要
し
、
か
つ
、 

三
日
以
上
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
診
断
さ
れ
た
精
神
疾
患
を
含
む
。
）

を
い
う
。 

（
遺
族
又
は
家
族
の
範
囲
） 

第
三
条　

遺
族
又
は
家
族
は
、
犯
罪
被
害
者
の
被
害
当
時
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一　

犯
罪
被
害
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
又
は
本
市
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
証
明
カ
ー
ド

の
交
付
等
の
公
的
な
証
明
を
受
け
て
い
た
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
関
係
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
） 

二　

犯
罪
被
害
者
の
子
（
養
子
縁
組
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
養
子
縁
組

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
当
該
犯
罪
被
害
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
活

を
維
持
し
て
い
た
者 

三　

前
号
に
該
当
し
な
い
犯
罪
被
害
者
の
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹

第
二
章　

見
舞
金
の
支
給 

（
見
舞
金
の
支
給
対
象
者
） 

第
四
条　

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯

罪
被
害
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
見
舞
金
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
過
失
に
よ
る

交
通
事
故
等
の
被
害
を
受
け
た
犯
罪
被
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
害
に
対
し
て

公
的
な
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 



　

一　

遺
族
見
舞
金　

犯
罪
被
害
に
よ
り
死
亡
し
た
犯
罪
被
害
者
の
遺
族 

二　

傷
病
見
舞
金　

犯
罪
被
害
に
よ
り
傷
病
を
負
っ
た
犯
罪
被
害
者
で
あ
っ
て
、
第

六
条
に
規
定
す
る
申
請
の
時
点
に
お
い
て
市
民
で
あ
る
も
の 

２　

前
項
第
一
号
の
者
が
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る

順
序
と
し
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に

掲
げ
る
順
序
と
し
、
父
母
に
つ
い
て
は
、
養
父
母
を
先
に
し
、
実
父
母
を
後
に
す
る
。 

　

（
見
舞
金
の
額
） 

第
五
条　

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
見
舞
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

　

一　

遺
族
見
舞
金　

三
十
万
円 

　

二　

傷
病
見
舞
金　

十
万
円 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
傷
病
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
た
犯
罪
被
害
者
が
当

該
傷
病
見
舞
金
の
支
給
に
係
る
犯
罪
等
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
場
合
の
遺
族
見
舞
金

の
額
は
、
二
十
万
円
と
す
る
。 

３　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
箕
面
市
災
害
見
舞
金
等
支
給
条
例
（
昭
和
四
十

三
年
箕
面
市
条
例
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
災
害
見
舞
金
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
た
後
に
お
い
て
、
当
該
災
害
が
犯

罪
等
に
起
因
す
る
も
の
と
判
明
し
た
場
合
の
見
舞
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

遺
族
見
舞
金　

三
十
万
円
か
ら
災
害
見
舞
金
条
例
第
五
条
第
一
号
の
額
（
同
条

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
支
給
額
を
加
算
し
た
額
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

二　

傷
病
見
舞
金　

十
万
円
か
ら
災
害
見
舞
金
条
例
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

算
定
さ
れ
た
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

（
見
舞
金
の
支
給
申
請
） 



第
六
条　

見
舞
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
申
請
書
（
様
式
第
一

号
）
に
犯
罪
被
害
に
関
す
る
申
立
書
（
様
式
第
二
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
見

舞
金
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

　

一　

遺
族
見
舞
金　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

犯
罪
被
害
者
の
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
等
が
行
わ

れ
た
時
に
市
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

　
　

ロ　

犯
罪
被
害
者
の
死
亡
診
断
書
の
写
し
そ
の
他
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
の
年

月
日
を
証
す
る
書
類 

　
　

ハ　

申
請
者
と
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄
を
証
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他

の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
発
行
す
る
証
明
書 

　
　

ニ　

申
請
者
が
、
婚
姻
又
は
養
子
縁
組
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
犯
罪
被
害
者
と

事
実
上
婚
姻
関
係
又
は
養
子
縁
組
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

　
　

ホ　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

　

二　

傷
病
見
舞
金　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

犯
罪
被
害
者
の
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
時
に
市

民
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

　
　

ロ　

犯
罪
被
害
者
の
傷
病
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

　
　

ハ　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
犯
罪
被
害
に
よ
る
死
亡
若
し
く
は
傷
病
の
発

生
を
知
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
又
は
当
該
死
亡
の
日
若
し
く
は
傷
病
が

発
生
し
た
日
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

申
請
期
間
内
に
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
犯
罪
等
の
加
害
者
に
よ
り



身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

（
支
給
の
決
定
） 

第
七
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査

し
、
速
や
か
に
見
舞
金
の
支
給
の
可
否
を
決
定
し
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
審

査
結
果
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
見
舞
金
の
支
給
） 

第
八
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
見
舞
金
の
支
給
を
決
定
し
た
と
き
は
、
箕
面

市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
審
査
結
果
通
知
書
を
送
付
し
た
日
後
速
や
か
に
当
該
見
舞
金

を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章　

日
常
生
活
支
援 

（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施
） 

第
九
条　

市
長
は
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
精
神
的
な
被
害

を
軽
減
し
、
又
は
早
期
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
心
理
学
に
関
す
る
専
門
的

な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

２　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
相
談
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

心
又
は
か
ら
だ
に
関
す
る
悩
み 

二　

家
族
関
係
の
問
題 

三　

職
場
、
学
校
等
の
日
常
生
活
上
の
問
題 

四　

対
人
関
係
に
関
す
る
問
題 

五　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

３　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
時
間
は
、
一
回
に
つ
き
六
十
分
と
し
、
回
数
は
、
一
の
犯
罪

被
害
に
つ
き
申
請
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
六
回
ま
で
と
す
る
。 

（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
対
象
者
） 



第
十
条　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
被
害
者
等
は
、
第
十
五
条

に
規
定
す
る
申
請
の
時
点
に
お
い
て
市
民
で
あ
る
者
と
す
る
。 

２　

前
項
の
対
象
者
の
う
ち
、
精
神
科
等
の
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
て
い
る
者
に
あ

っ
て
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
利
用
に
つ
い
て
主
治
医
の
了
解
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
家
事
支
援
の
提
供
） 

第
十
一
条　

市
長
は
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
日
常
生
活
を

営
む
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、
家
事
支
援
と
し
て
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
調
理
、
衣
類
の
洗
濯
、
住
宅
の
掃
除
及
び

整
理
整
頓
並
び
に
生
活
必
需
品
の
買
い
物
等
の
家
事
、
病
院
等
へ
の
通
院
の
介
助
そ

の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。 

３　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
三
時
間
と
し
、
日
数
は
、
一

の
犯
罪
被
害
に
つ
き
申
請
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
九
十
三
日
ま
で
と
す
る
。 

（
家
事
支
援
の
提
供
の
対
象
者
） 

第
十
二
条　

家
事
支
援
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
被
害
者
等
は
、
第
十
五

条
に
規
定
す
る
申
請
の
時
点
に
お
い
て
市
民
で
あ
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
が
犯
罪
被
害

に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
に
よ
り
家
事
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
と

市
長
が
認
め
る
者
と
す
る
。 

（
一
時
保
育
費
用
の
助
成
） 

第
十
三
条　

市
長
は
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
就
学
前
の
子

を
家
庭
で
保
育
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
が
、
そ
の
監
護
す
る
児

童
の
た
め
に
一
時
保
育
を
利
用
し
た
と
き
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の

と
す
る
。 

２　

一
時
保
育
費
用
の
助
成
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
三
十
四
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
育
施
設
又
は
事
業



所
を
利
用
し
た
場
合
に
限
る
。 

３　

一
時
保
育
費
用
の
助
成
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
三
千
円
を
限
度
と
し
、
助
成
の
回

数
は
、
一
の
犯
罪
被
害
に
つ
き
十
回
ま
で
と
す
る
。 

（
一
時
保
育
費
用
の
助
成
対
象
者
） 

第
十
四
条　

一
時
保
育
費
用
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
被
害
者
等
は
、
第

十
五
条
に
規
定
す
る
申
請
の
時
点
に
お
い
て
市
民
で
あ
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
が
犯
罪

被
害
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
に
よ
り
監
護
す
る
就
学
前
の
子
の

保
育
が
困
難
と
な
っ
た
者
と
す
る
。 

　

（
日
常
生
活
支
援
の
申
請
） 

第
十
五
条　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
家
事
支
援
又
は
一
時
保
育
費
用
の
助
成
（
以
下
「
日

常
生
活
支
援
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
申
請
書
（
様
式
第

一
号
）
に
犯
罪
被
害
に
関
す
る
申
立
書
（
様
式
第
二
号
）
、
一
時
保
育
費
用
を
支
払

っ
た
こ
と
を
証
す
る
領
収
書
の
写
し
等
（
一
時
保
育
費
用
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

一　

犯
罪
被
害
者　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

ロ　

犯
罪
被
害
者
が
受
け
た
犯
罪
被
害
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
犯
罪
被
害
に
よ
り

傷
病
以
外
の
被
害
を
受
け
た
と
き
に
限
る
。
） 

　

二　

遺
族
又
は
家
族　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

犯
罪
被
害
者
の
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
時
に
市

民
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

　
　

ロ　

遺
族
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
診
断
書
の
写
し
そ
の
他
の
死
亡
の



事
実
及
び
死
亡
の
年
月
日
を
証
す
る
書
類 

ハ　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
よ
う
と
す
る
家
族
（
犯
罪
被
害
に
よ
り
傷
病
以
外

の
被
害
を
受
け
た
犯
罪
被
害
者
の
家
族
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
被
害

者
が
受
け
た
犯
罪
被
害
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

ニ　

ハ
の
家
族
以
外
の
家
族
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
被
害
者
の
傷
病
の
状
態
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

　
　

ホ　

申
請
者
と
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄
を
証
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他

の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
発
行
す
る
証
明
書 

　
　

ヘ　

申
請
者
が
、
婚
姻
又
は
養
子
縁
組
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
犯
罪
被
害
者
と

事
実
上
婚
姻
又
は
養
子
縁
組
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

　
　

ト　

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
犯
罪
被
害
に
よ
る
死
亡
の
日
又
は
傷
病
が
発

生
し
た
日
か
ら
一
年
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
被
害
を
受
け
た

日
か
ら
三
年
）
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
期

間
内
に
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
犯
罪
等
の
加
害
者
に
よ
り
身
体
の

自
由
を
不
当
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市

長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

（
日
常
生
活
支
援
の
決
定
） 

第
十
六
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審

査
し
、
速
や
か
に
日
常
生
活
支
援
の
可
否
を
決
定
し
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援

審
査
結
果
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
一
時
保
育
費
用
の
助
成
金
の
支
給
） 

第
十
七
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
保
育
費
用
の
助
成
を
決
定
し
た
と
き

は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
審
査
結
果
通
知
書
を
送
付
し
た
日
か
ら
三
十
日
以



内
に
助
成
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

　
　
　

第
四
章　

居
住
の
安
定
に
向
け
た
支
援 

（
転
居
費
用
の
助
成
） 

第
十
八
条　

市
長
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
従
前
の
住

居
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
が
新
た
な
住
居
へ
転
居
し
た

と
き
は
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

転
居
費
用
の
助
成
の
対
象
と
な
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

転
居
に
係
る
運
送
費
用
並
び
に
荷
造
り
及
び
不
用
品
の
廃
棄
の
費
用 

二　

新
た
な
住
居
に
入
居
す
る
際
に
要
す
る
費
用
（
賃
貸
借
契
約
の
解
約
時
に
返
還

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
を
除
く
。
） 

三　

そ
の
他
市
長
が
転
居
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の 

３　

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
費
用
は
、
引
越
事
業
者
、
不
動
産
事
業
者
そ
の
他
事

業
者
に
支
払
っ
た
も
の
に
限
る
。 

４　

転
居
費
用
の
助
成
の
額
は
、
一
回
二
十
万
円
を
限
度
と
し
、
助
成
の
回
数
は
、
一

の
犯
罪
被
害
に
つ
き
一
回
と
す
る
。 

（
転
居
費
用
の
助
成
対
象
者
） 

第
十
九
条　

転
居
費
用
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
被
害
者
等
は
、
第
二
十

二
条
に
規
定
す
る
申
請
の
時
点
に
お
い
て
市
民
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者
は
こ
の
限
り
で
な

い
。 

　

一　

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

イ　

従
前
の
住
居
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
た
め
精
神
的
に

当
該
住
居
に
居
住
し
続
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
者 

ロ　

犯
罪
等
に
よ
り
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
著
し
く
損
壊
し
た
た
め
居
住
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者 



ハ　

犯
罪
等
に
よ
り
二
次
被
害
又
は
再
被
害
を
受
け
た
又
は
受
け
る
恐
れ
の
あ
る

者 
ニ　

犯
罪
等
に
よ
る
傷
病
若
し
く
は
後
遺
障
害
又
は
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
等
に
よ

り
、
自
宅
に
お
け
る
従
来
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
者 

二　

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

イ　

犯
罪
等
に
よ
り
傷
病
を
負
っ
た
犯
罪
被
害
者 

ロ　

遺
族
で
あ
っ
て
、
犯
罪
等
が
発
生
し
た
と
き
に
犯
罪
被
害
者
と
同
居
し
て
い

た
も
の 

（
家
賃
等
の
助
成
） 

第
二
十
条　

市
長
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
従
前
の
住

居
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
が
賃
貸
住
宅
に
転
居
し
た
と

き
は
、
新
た
に
入
居
す
る
住
宅
の
家
賃
等
（
家
賃
に
共
益
費
等
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
は
、
当
該
共
益
費
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

家
賃
等
の
助
成
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
十
四
条
の
住
宅
扶
助
の
基
準
以
内
の
額
と
し
、
一
の
犯
罪
被
害
に
つ

き
六
月
ま
で
と
す
る
。 

３　

転
居
費
用
の
助
成
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
転
居
費
用
に
日
割
り
家
賃
そ

の
他
の
家
賃
等
に
相
当
す
る
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
前
項
の
家
賃
等
の
助

成
の
額
か
ら
当
該
費
用
を
控
除
す
る
。 

（
家
賃
等
の
助
成
対
象
者
） 

第
二
十
一
条　

家
賃
等
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
被
害
者
等
は
、
第
十
九

条
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

（
居
住
の
安
定
に
向
け
た
支
援
の
申
請
） 

第
二
十
二
条　

転
居
費
用
又
は
家
賃
等
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
申



請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
犯
罪
被
害
に
関
す
る
申
立
書
（
様
式
第
二
号
）
及
び
次
の

各
号
に
掲
げ
る
申
請
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

一　

犯
罪
被
害
者　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

ロ　

転
居
費
用
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
転
居
に
要
し
た

費
用
の
額
を
証
す
る
書
類 

ハ　

家
賃
等
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
入
居
す
る

住
宅
の
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し 

　

二　

遺
族　

次
に
掲
げ
る
書
類 

　
　

イ　

第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ　

転
居
費
用
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
転
居
に
要
し
た

費
用
の
額
を
証
す
る
書
類 

ハ　

家
賃
等
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
入
居
す
る

住
宅
の
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
犯
罪
被
害
に
よ
る
死
亡
の
日
又
は
傷
病
が
発

生
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
申

請
期
間
内
に
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
犯
罪
等
の
加
害
者
に
よ
り
身

体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

（
居
住
の
安
定
に
向
け
た
支
援
の
決
定
） 

第
二
十
三
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を

審
査
し
、
速
や
か
に
転
居
費
用
又
は
家
賃
等
の
助
成
の
可
否
を
決
定
し
、
箕
面
市
犯

罪
被
害
者
等
支
援
審
査
結
果
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 



　

（
転
居
費
用
又
は
家
賃
等
の
助
成
金
の
支
給
） 

第
二
十
四
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
決
定
し
た
と
き
は
、
箕
面
市
犯

罪
被
害
者
等
支
援
審
査
結
果
通
知
書
を
送
付
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
助
成
金
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
章　

雑
則 

　

（
添
付
書
類
の
省
略
） 

第
二
十
五
条　

市
長
は
、
箕
面
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
添

え
て
提
出
す
る
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
申
請
者
（
第
六
条
、
第
十
五
条
及

び
第
二
十
二
条
の
申
請
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

同
意
（
申
請
者
が
家
族
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
者
及
び
犯
罪
被
害
者
の
同

意
。
以
下
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
得
て
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
添
付
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

（
調
査
） 

第
二
十
六
条　

市
長
は
、
第
七
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
決
定

を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
者
の
同
意
を
得
て
、
関
係
機

関
等
に
対
し
、
犯
罪
等
の
被
害
に
関
す
る
情
報
、
犯
罪
被
害
者
と
の
続
柄
又
は
居
住

の
実
態
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
支
援
の
制
限
） 

第
二
十
七
条　

第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十

一
条
の
対
象
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
支
援
事
業
を
行

わ
な
い
。 

　

一　

犯
罪
被
害
者
（
支
援
事
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
犯
罪

等
が
行
わ
れ
た
時
点
で
十
八
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
遺
族
若

し
く
は
家
族
（
当
該
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
時
点
で
十
八
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
に
限

る
。
）
と
加
害
者
と
の
間
に
親
族
関
係
（
婚
姻
又
は
養
子
縁
組
の
届
出
を
し
て
い



な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
又
は
養
子
縁
組
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
。
た
だ
し
、
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由

が
生
じ
て
い
た
場
合
そ
の
他
の
当
該
親
族
関
係
が
破
綻
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る

事
情
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

二　

申
請
者
（
申
請
者
が
遺
族
又
は
家
族
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
者
及
び

犯
罪
被
害
者
）
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
そ
の
他
の
犯
罪
被
害
に
つ
き

当
該
申
請
者
に
も
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
行
為
が
あ
っ
た
場
合 

　
　

イ　

当
該
犯
罪
等
を
教
唆
し
、
又
は
ほ
う
助
す
る
行
為 

　
　

ロ　

過
度
の
暴
行
又
は
脅
迫
、
重
大
な
侮
辱
等
当
該
犯
罪
等
を
誘
発
す
る
行
為 

　
　

ハ　

そ
の
他
当
該
犯
罪
等
に
関
連
す
る
著
し
く
不
正
な
行
為 

　

三　

申
請
者
が
箕
面
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
四

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
密
接
関
係
者
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
た
場
合 

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
犯
罪
被
害
者
が
当
該
犯
罪
等
を
容
認
し
て
い

た
場
合
そ
の
他
遺
族
又
は
家
族
と
加
害
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
か
ら
判
断
し

て
見
舞
金
等
の
支
援
を
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合 

　

五　

重
大
な
過
失
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
た
場
合 

　

六　

前
各
号
に
類
す
る
行
為
で
特
に
市
長
が
不
適
当
と
認
め
た
場
合 

　

（
支
給
等
決
定
の
取
消
し
） 

第
二
十
八
条　

市
長
は
、
見
舞
金
の
支
給
、
日
常
生
活
支
援
又
は
居
住
の
安
定
に
向
け

た
支
援
（
以
下
「
支
給
等
」
と
い
う
。
）
の
決
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
支
給
等
決

定
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
支
給
等

の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

　

一　

支
給
等
決
定
者
が
支
給
等
を
受
け
る
資
格
が
な
い
と
判
明
し
た
場
合 



　

二　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
支
給
等
の
決
定
を
受
け
た
と
市
長
が
認

め
た
場
合 

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
等
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
箕
面
市

犯
罪
被
害
者
等
支
援
決
定
取
消
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
支
給
等
決
定
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
支
給
等
の
返
還
） 

第
二
十
九
条　

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
等
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に

お
い
て
、
既
に
支
給
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
見
舞
金
若
し
く
は
助
成
金
の

返
還
又
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施
若
し
く
は
家
事
支
援
の
提
供
に
要
し
た
費
用
の

請
求
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２　

市
長
は
、
家
賃
等
の
助
成
決
定
者
が
再
転
居
等
に
よ
り
、
転
居
し
た
住
宅
の
家
賃

等
の
助
成
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
家
賃
等
を
助
成
し
て
い
る
と
き

は
、
当
該
助
成
金
の
う
ち
不
要
と
な
っ
た
額
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
三
十
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

附　

則 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
犯
罪
等
に

係
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附　

則
（
令
和
八
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
一
号
） 

　

こ
の
要
綱
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


